
受 講 者 募 集中  

知 的 財 産 権中 級 講 座（訴 訟 編） 

｢審判・審決取消訴訟と今日的問題点｣ 
 

① 「 審 判 の 今 日 的 問 題 点 と 法 改 正 の 方 向 性 」 

特 許 庁 長 官 の 私 設 諮 問 機 関 と さ れ た 特 許 制 度 研 究 会 は 、 ５ ０ 年 振 り に 特 許 制 度 を 抜 本

的 に 見 直 し す る た め 特 許 制 度 全 体 を 原 点 に 立 ち 返 っ て 検 討 す る と の 趣 旨 で 、「 特 許 制 度

に 関 す る 論 点 整 理 に つ い て 」 と 題 す る 報 告 書 を 取 り 纏 め て 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 に 公 表 し ま

し た 。 

 ま た 、上 記 報 告 書 が 公 表 さ れ た 後 、産 業 構 造 審 議 会 知 的 財 産 政 策 部 会(特 許 制 度 小 委 員

会)は 、「 特 許 制 度 に 関 す る 法 制 度 的 な 課 題 に つ い て 」 と 題 す る 報 告 書 を 取 り 纏 め て 平 成

２ ２ 月 ２ 月 に 公 表 し ま し た 。 

 こ の 後 者 の 報 告 書 に 基 づ い て 起 草 さ れ た 特 許 法 等 の 改 正 案 が 第 １ ７ ７ 回 通 常 国 会 に て

目 下 審 議 さ れ て い ま す 。 既 に 、 ４ 月 １ ５ 日 に は 参 議 院 本 会 議 で の 可 決 を 受 け 、 今 後 は 衆

議 院 で 審 議 が な さ れ る 予 定 で す 。 

 こ の 改 正 案 の 一 つ の 柱 と し て 、 従 前 よ り 問 題 と さ れ て い た 現 行 審 判 制 度 に 内 在 す る 諸

問 題 を 解 消 す る た め の 改 正 が 盛 り 込 ま れ て お り 、 紛 争 を 効 率 的 ・ 適 正 に 解 決 す る こ と を

目 的 と し て 、（ １ ） 特 許 の 有 効 性 判 断 に つ い て の 「 ダ ブ ル ト ラ ッ ク 」 の 在 り 方 、（ ２ ） 侵

害 訴 訟 の 判 決 確 定 後 の 無 効 審 判 等 に よ る 再 審 の 取 扱 い 、（ ３ ）無 効 審 判 ル ー ト に お け る 訂

正 の 在 り 方 、（ ４ ） 無 効 審 判 の 確 定 審 決 の 第 三 者 効 の 在 り 方 、（ ５ ） 同 一 人 に よ る 複 数 の

無 効 審 判 請 求 の 禁 止 、（ ６ ）審 決・訂 正 の 部 分 確 定 ／ 訂 正 の 許 否 判 断 の 在 り 方 等 に 関 す る

法 改 正 が な さ れ よ う と し て い ま す 。 

 本 講 座 で は 、 無 効 審 判 や 訂 正 審 判 の 現 状 と 運 用 を 概 観 す る と と も に 、 そ れ ら の 今 日 的

問 題 点 と 法 改 正 の 方 向 性 に つ い て 斯 界 の 専 門 家 に よ り 分 か り や す く 解 説 し て 頂 き ま す 。 

 

② 「 審 決 取 消 訴 訟 の 現 状 と 最 新 ト ピ ッ ク ス 」 

特 許 権 等 の 成 否 に 利 害 関 係 を 有 す る 関 係 者 は ， 侵 害 訴 訴 訟 が 顕 在 化 し て い る か 否 か に

か か わ ら ず ， 特 許 権 等 の 登 録 後 の 審 判 及 び 裁 判 手 続 で あ る 審 決 取 消 訴 訟 に つ い て 十 分 に

理 解 し て お く 必 要 が あ り ま す 。 最 近 の 審 決 取 消 訴 訟 の 審 決 の 取 消 率 の 傾 向 も 気 に か か る

と こ ろ で す 。 

本 講 座 で は ， 審 決 取 消 訴 訟 の 制 度 の 基 本 的 な 概 略 を 確 認 し た う え で ， 知 財 高 裁 に お け る

審 理 の 実 情 を 踏 ま え て ， ど の よ う な 訴 訟 準 備 を 工 夫 し て 心 掛 け る べ き か ， 進 歩 性 の 判 断

手 法 や 専 門 委 員 が 関 与 す る 場 合 の 問 題 点 あ る い は 侵 害 訴 訟 と の 関 係 な ど に つ い て 留 意 す

べ き 点 は な い か 等 に つ い て ， 斯 界 の 専 門 家 に よ り ， 豊 富 な 経 験 事 例 に 基 い て 分 か り や す

く 解 説 し て 頂 き ま す 。 ま た ， 最 近 の 注 目 す べ き 裁 判 例 と 改 正 の 動 向 に も 触 れ て い た だ き

ま す 。 
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ＰＲＯＧＲＡＭ（案） 

 

① 「 審 判 の 今 日 的 問 題 点 と 法 改 正 の 方 向 性 」（7/14開 催 ） 

１ ． 審 判 ／ 審 決 取 消 訴 訟 の 概 略 と そ の 現 状 

(1) 無 効 審 判 (2)訂 正 審 判 (3)審 決 取 消 訴 訟 

２ ． 審 判 ／ 審 決 取 消 訴 訟 の 今 日 的 問 題 点 と 法 改 正 の 方 向 性 

(1)異 議 申 立 制 度 廃 止 に よ る 弊 害 

(2)第 １ ０ ４ 条 の ３ の 無 効 の 抗 弁 (3) 審 判 請 求 人 適 格 

(4)審 決 取 消 訴 訟 に お け る 審 判 の 対 象 及 び 判 決 効 の 作 用 

(5)特 許 の 有 効 性 判 断 に つ い て の 「 ダ ブ ル ト ラ ッ ク 」 の 在 り 方 

(6)侵 害 訴 訟 の 判 決 確 定 後 の 無 効 審 判 等 に よ る 再 審 の 取 扱 い 

(7)無 効 審 判 の 確 定 審 決 の 第 三 者 効 の 在 り 方 

(8)同 一 人 に よ る 複 数 の 無 効 審 判 請 求 の 禁 止 

審 決 ・ 訂 正 の 部 分 確 定 ／ 訂 正 の 許 否 判 断 の 在 り 方 

http://www.jiiiosaka.jp/


② 「 審 決 取 消 訴 訟 の 現 状 と 最 新 ト ピ ッ ク ス 」（7/15開 催 ） 

１ 審 決 取 消 訴 訟 の 件 数 ， 取 消 率 な ど （ 司 法 統 計 デ ー タ ） 

２ 審 決 取 消 訴 訟 制 度 の 概 略 

３ 審 決 取 消 訴 訟 の 審 理 （ 審 理 要 領 に 基 く 計 画 的 審 理 ） に つ い て 

４ 各 期 日 に お け る 当 事 者 の 具 体 的 な 準 備 の あ り 方 

５ 審 決 取 消 訴 訟 の 今 日 的 問 題 点 

（ １ ） 進 歩 性 の 判 断 

（ ２ ） 審 決 取 消 訴 訟 の 審 判 対 象 と 判 決 効 （ 審 決 と の 関 係 ・ 審 決 取 消 事 由 ） 

（ ３ ） 侵 害 訴 訟 と の 関 係 （ 特 許 法 １ ０ ４ 条 の ３ の 抗 弁 ） 

（ ４ ） 専 門 委 員 の 関 与 （ ５ ） 特 許 ･実 用 新 案 権 ほ か の 商 標 権 に か か わ る 問 題 

６ 審 決 取 消 訴 訟 に 関 す る 最 新 ト ピ ッ ク 

（ １ ） 幾 つ か の 注 目 裁 判 例 （ ２ ） 改 正 の 動 向 

               


